
椎津川流域懇談会規約 

 

（名称） 

第１条 本会は椎津川流域懇談会（以下、「懇談会」という。）と称する。 

（目的） 

第２条 懇談会は、河川管理者である千葉県知事が、河川法第１６条の２に規定

する河川整備計画を策定又は変更する場合等に、学識経験者、河川利用者、関

係住民及び関係市長の意見を聴く場として設置するものである。 

なお、懇談会は地方自治法第１３８条の４第３項の規定に基づく付属機関

の性質を有しない。 

（委員） 

第３条 懇談会は、別表に掲げる学識経験者、河川利用者、関係住民及び関係

市長から構成される委員をもって組織する。 

２ 委員は千葉県知事が依頼し、任期は原則として依頼を承諾した日から当該

年度末までとし、再任を妨げない。 

（座長） 

第４条 懇談会には、座長をおき、河川管理者が指名する学識経験者がその職

務を行う。 

２ 座長は、懇談会を代表し、会務を総括するとともに懇談会の議長を務める

ものとする。 

３ 座長に事故あるときは、あらかじめ座長が指名する委員がその職務を代行

する。 

（懇談会の開催） 

第５条 懇談会は必要に応じ開催することとし、千葉県知事を代行し、千葉県

市原土木事務所長の招集により開催される。 

（委員以外の者の懇談会ヘの出席） 

第６条 懇談会では、必要に応じ委員以外の者の出席を求め意見等を求めるこ

とができる。 

（事務局） 

第７条 懇談会の事務局を千葉県市原土木事務所に置く。 

(懇談会の公開) 

第８条 懇談会の傍聴については、千葉県県土整備部が別途定める要領によ

る。 

（その他） 

第９条 この規約に定めるものの他、懇談会の運営に関する必要な事項は、千葉

県知事が定める。 

資料１ 



 

第１０条 この規約が効力を有するのは、平成３３年３月３1日までとする。 

（付則）  

この規約は平成３０年２月１日から施行する。 

 

別表 椎津川流域懇談会 委員 
区  分 人  数 

学 識 経 験 者      ２名以内 
関 係 住 民      ６名以内 
関 係 市 長      １名 
合 計      ９名以内 

 


